


（参考）

災害発生時における、 受領拒否や返品など取引上の問題に対する、 独占禁止法注l 及び下請
法注 2 における考え方について、 今次、 新型コロナウイルス感染症に関連する事象も、 その
問題に対する基本的な考え方は同様となりますので参考として添付しております。

問1
震災後、 生活物資等の流通が滞っていることに伴い、 商品等の販売価格が上昇しているよう

ですが、 独占禁止法上の問題はないですか。

答
今次の震災により、 東北・関東地区における生産活動及び物流機能が大きな被害を受け、 生

活必需品を含め物資の供給に支障が生じています。 今後、 こ うした事態に便乗して生活必需品
等の物資に関して価格カルテノレ等の独占禁止法違反行為による不当な価格引上げが行われるこ
とがあれば問題となりますので、 公正取引委員会としては、 そのような行為がないかどうか監
視してまいります。

間2

今次の震災による物資の不足を受けて、 事業者が共同して又は事業者団体が、 顧客1人当た
りの販売個数を調整したり決定したりすることは、 独占禁止法上問題となりますか。

答
被災地に優先的に物資が供給されるようにする、 顧客に物資が広く行き渡るようにするとい

った緊急の対応として専ら行われるものであって、 物資の不足が深刻な期間及び地域において
実施されるものであれば、 独占禁止法上問題となるものではありません。 一方、 そのような調
整を、 著しい物資の不足が解消された後になっても続ける場台には、 独占禁止法上の問題が生
じますので、 御注意ください。

問3
大規模小売業者が、 納入業者に対して、 被災したス ーパーの原状回復や再陳列作業への協力

を要請することは、 優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となりますか。

答
被災者の生活の糧を供給する拠点となる大規模小売業者の営業が迅速に開始されることは、

被災地の復興や被災者の生活支援にも資するものであり、 大規模小売業者と納入業者との間で
協議が行われた結果、 被災した大規模小売業者の原状回復や再陳列作業への協力を行うととに
なったとしても、 独占禁止法上問題となるものではありません。 しかしながら、 震災を口実と
して大規模小売業者が納入業者に対し、 不当に不利益を与えることとなるような場合には、 独
占禁止法上の問題が生じ得ますので、 御注意ください。

関4

親事業者が被災し、 工場等が滅失するなどして親事業者に受領能力がないことを理由に、 受
領拒否することは下請法上問題となりますか。

答
下請事業者に責任がある場合を除き、 受領拒否をすることは、 下請法上問題となりますの

で、 代替的な工場での受領の可能性も含め、 親事業者は可能な限り受領する手段を講ずる必要
があります。 しかしながら、 殺事業者が被災し、 工場等が滅失するなどして、 客観的にみて当
初定めた納期に受領することが不可能であると認められる場合に、 例えば、 両者間で十分協議
の上、 相当期間納期を延ばすこととなったときには、 そのような事情を十分考慮して対応する
こととなります。






